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【必要人工について】
〇（人事・給与課長）制度拡充により人工はどのようになるのか。
→（子育て給付課長）所得制限を撤廃し、一部負担金も撤廃した場合、令和8年度に現状より１人工減
できると考えている。一部負担金を残す場合は令和8年度以降も現状と同じ定数が必要である。
→（人事・給与課長）来年度４月１日からの増員については、この段階では難しいと考えている。
→（子育て給付課長）拡大内容の方針が決まらないとスケジュールもみえてこない。スケジュールがみ
えてくれば人工も決まってくるということで理解していただきたい。

【一部負担金の扱いについて】
〇（総務法制課長）一部負担金の撤廃は中間所得者にも恩恵があると思われ、所得制限の撤廃は高
所得者への対応と感じるが、これまでの検討で所得制限は残し、一部負担金のみなしとする案は検討
されたか。
→（子育て給付課長）本制度については市民の声が頻繁に寄せられているが、圧倒的に所得制限撤
廃の声が大きい。また他市の制度拡充の状況や社会全体で子育てするという観点からも所得制限撤
廃が制度拡大内容の一番手と考えており、一部負担金のみの撤廃というパターンは検討していない。
→（政策課長）少子化対策検討会議においても、大学の研究結果で一部負担金は残した方がよいと
の文献も出ていることなどを踏まえ、所得制限は撤廃、一部負担金は残しとした経過がある。
→（子育て給付課長）一部負担金については撤廃すればコンビニ受診を誘導するという説もあるが、
一方で撤廃されてもコンビニ受診を誘導しないというシンクタンクなどの説もあり、諸説紛々で一概な
結論は出せないと理解している。本市の財政状況を再度確認したいのだが、扶助費や単独事業として
行っている扶助費の財政支出に占める割合は他市に比べても既に高い水準にあるということでよろし
いか。
→（財政課長）そのとおりである。
〇（経営監理課長）県の拡充を踏まえれば、所得制限、一部負担金ともに撤廃することもできるのでは
ないか。
→（政策課長）そこは議論が必要であるが、後年度への負担も考えなければならない。少子化対策と
しては、この事業のみで解決できるとは考えていないため、他の施策に振り分けてパッケージで検討
していく必要があると考えている。
→（人事・給与課長）他市の状況を考えると、所得制限、一部負担金ともに撤廃が望ましいと考える。
　ただし、他の子育て施策に振り分けるのであれば、その考え方も理解できる。
〇（政策課長）これまでの議論を踏まえ、拡充内容は所得制限撤廃、一部負担金は残すこととし、今
回提案のあった更新方法の変更を含めた内容に、資料を修正し、上部会議に付議したいがいかが
か。
→異論なし

（結果）原案を一部修正し、上部会議に付議する。

調整会議の

主な議論

（1/5）

庁議におけるこれまでの議論
【事業開始時期について】
○（政策課長）システム改修にはどれくらいかかるのか。
→（子育て給付課長）資料上では令和４年度末から改修等の打ち合わせを始めて令和６年１０月施行
と示している。
〇（政策課長）４月から準備してよいとなれば、令和６年４月から可能ということか。
→（子育て給付課長）改正内容が決定されないとシステム改修の内容も決まらない。一部負担金を撤
廃するのか否かでシステム改修の内容も変わってくる。条例改正をした後でないと動けない事項もあ
る中でこのように示させていただいた。

【事業費について】
〇（政策課長）システム改修等の事業費はいつ分かるのか。
→（子育て給付課総括副主幹）今週末にシステム事業者との打合せを行う予定。
〇（政策課長）所得制限撤廃と合わせて、一部負担金を撤廃した場合の改修費の方が事業費として
は高くなるのか。
→（子育て給付課長）そのようになると思われる。

【一部負担金の扱いについて】
〇（財政課長）財政的には一部負担金は残して欲しい。1.5億の差があり、これがランニングになる。一
般財源であろうし、後年度負担も考えなくてはいけない。もともと500円の負担があるなら、所得制限撤
廃だけでもよいのではないか。
→（子育て給付課長）一部負担金を設定している自治体が、県内にほぼない状況である。「子育てす
るなら相模原」とＰＲしている中、本市はどう考えるかということである。政策的に決定する必要がある
と思っている。今年度に入り東京都、川崎以外にも全国的にこの制度を拡大する動きが急になってい
る。しかも目立つ。そのあたりを総合的に考慮して判断する必要があろう。東京都下の各市、多摩地
区も着々と制度拡充している中、本市は乗り遅れている状況。
○（経営監理課長）一部負担金を継続することにより職員の事務負担があるのか。
→（子育て給付課長）ある。市民税非課税世帯からは一部負担金をいただいていないのでその分の
管理は継続しなければならない。所得制限と一部負担がなくなればその分、事務負担は減る。

【その他】
○（政策課長）事業費、スケジュールも含め、もう少し時間をかけて審議したいので、継続としたい。人
件費面からのアプローチもあるとよい。様々な切り口で議論した方がよいだろう。戦略会議にも上がっ
ていくと想定されるので、当初予算なのか、補正予算なのかという議論もあることから、もう少し議論し
てまいりたい。

（結果）継続審議とする。

調整会議の

主な議論

（11/8）



【拡充内容について】
○（総務局長）高所得者が恩恵を受けるよりかは、低所得者が安心して子育てできるようにすべきで
はないか。
→（子育て給付課長）所得制限は親の収入の多い方で判断するため、共働き世帯と比べたときに仮に
共働き世帯の方が世帯収入が高くても対象となるケースがあり、子育て世帯間に不公平感があること
などから、市民の声としては所得制限の撤廃を望む声がほとんどである。
→（こども・若者未来局長）社会全体で子育てをしていくという考え方。まずは、意見の多い所得制限
の撤廃から始めたい。
○（総務局長）世帯主が主に稼いでいた時代を前提とした制度であるため、制度自体が今の時代に合
致していないのではないか。
○（総合政策・少子化対策担当部長）少子化対策はほかにも様々なメニューがあり、今回の制度がす
べてではないため、所得制限の撤廃及び一部負担金ありの原案に賛同する。

【一部負担金について】
○（財政担当部長）一部負担金の５００円を減額する議論はあったか。
→（こども・若者未来局長）医療機関の事務の負担を考慮し、５００円が妥当と考える。
○（財政担当部長）一部負担金の額を下げてほしいと言う意見はあるか。
→（こども・若者未来局長）ほとんどなく、取るか取らないかのどちらか。一部負担金を下げるのであれ
ば、負担をなくしてほしいという意見が出る可能性はある。
○（市長公室長）本制度の対象者を高校生までにしない理由は。
→（子育て給付課長）中学卒業後は働く子もいるため、義務教育である中学生までと考えている。

【財源について】
○（市長公室理事）所得制限を撤廃するときの財源はどう生み出すのか。
→（子育て給付課長）県の補助金が1億4千万円ほど増加する見込みであるため、それで一部を補う。
→（政策課長）財源については、少子化対策検討会議において議論をしており、総合計画推進プログ
ラムの経費の中で調整することとしている。
→（市長公室理事）行財政構造改革に取り組んでいる以上は、財源の捻出についての検討が必要で
ある。社会保障費全体の見直しについての議論も行いながら、事業の検討を行っていただきたい。

（結果）原案のとおり上部会議へ付議する。

決定会議の

主な議論

（1/13）



【拡充内容について】
○（市長）本制度は国に対して全国統一的な制度を要望していかなければならないが、近隣都市の制
度拡充が進み、地域格差が生まれている。近隣の町田市や横浜市等の状況は。
→（こども・若者未来局長）町田市は制度対象が高校3年生までで、中学３年生までは所得制限なし、
一部負担金は小学1年生からの通院に1回200円としている。また、横浜市は制度対象が中学３年生ま
でで所得制限、一部負担金ともに設けていない。
〇（市長）市民から所得制限の撤廃を求める声をよく聞く。現場の感覚はいかがか。
→（こども・若者未来局長）所得制限の撤廃の声が大半。共働きが増えている中で不公平感があると
の声が最も多い。
〇（総務局長）「子育てするなら相模原」としてやるなら、一部負担金も撤廃するべきと考える。一方
で、財源の確保が課題と考えており、財源の確保策に具体性が欠ける中では難しと感じる。
→（財政局長）東京都並みに拡充となると、局内だけで生み出せるものではないため、原案でのスター
トでもよいのではないか。
〇（総合政策・少子化対策担当部長）制度拡大を高校3年生までとし、所得制限の撤廃は中学3年生
までとした場合の影響額は。
→（こども・若者未来局長）約3億9,300万円の増額となる見込みである。
〇（大川副市長）子育て施策を推進していきたい思いと財源との兼ね合いは考えなければいけない。
本制度は、子育て支援施策の重点施策であるが、子育て施策は医療費助成だけではない。他の色々
な事業に回すことも考えなければいけないと思う。
〇（市長）本市は横浜市や町田市への転出が多い。このためには近隣他市は意識しなければならず、
所得制限の撤廃はマストと感じる。高校生までの拡大や一部負担金の扱いについては、財源の確保
が課題。別のパターンもあると思うので、こども・若者未来局、市長公室、財政局でさらに検討をお願
いしたい。
〇（隠田副市長）方向性として中学３年生までの所得制限撤廃に異論はあるか。また、それ以上の検
討に当たっては指示のあった３局で議論をお願いする。
→異論なし

【事業費について】
〇（市長）制度拡充に伴う影響額について、財源確保の内容を確認したい。
→（こども・若者未来局長）確実なのは県の拡充による歳入の増加である。
→（財政局長）県の歳入増を見込んでも不足分はある。改革プランを進めている中では、個々に注力
する理屈が必要。改革プランが未来に向けてやっていることを考えれば、社会保障施策等の見直しや
施設の見直しをやったうえで濃淡を付ける必要がある。
〇（市長公室理事）県の制度拡充による歳入に関して、見込額とは。
→（こども・若者未来局長）県の制度拡充を本市の受診状況に照らした場合、この額が歳入として入っ
てくる見込みであると考えている。
→（市長公室理事）財政局も妥当な見込みと考えているか。
→（財政担当部長）そのように考えている。

【事業スケジュールについて】
○（市長公室理事）前回のスケジュールと比べ遅いように感じるが現在のスケジュールの考え方は。
→（こども・若者未来局長）本来のルールに則り設定している。前回とほぼ同様に進んでいる。
→（市長公室理事）前回はパブリックコメントを実施しているか。
→（子育て給付課長）前回の制度改正は総合計画の実施計画の策定時期と重なったため、実施計画
の中の１事業として実施している。
〇（隠田副市長）事業開始時期がここでよいのか。
→（こども・若者未来局長）4月は避けたいのが事務方の意見である。市議会のスケジュールや所得の
確定時期が6月であることを考慮したい。
→（市長）他市はスピード感がある。本市ももう少しスピード感を持って取り組んでもらいたい。

【その他】
〇（隠田副市長）制度拡充に関して医療関係団体からの意見は。
→（こども・若者未来局長）医師会からは所得制限をなくしてほしいとのことで要望が出ている。

（結果）継続審議とする。

戦略会議の

主な議論

（1/19）



小児医療費助成事業制度の拡充について

令和５年１月27日

こども若者未来局 子育て給付課

1



１．制度の拡充案

2

• 養育者の所得に関わらず、医療費助成が受けられるよう制度を拡充することで、子育て世代
が安心して子育てできる環境づくりにつながる。

• これから子供を産み、育てたいと考えている方々や新型コロナウイルスの感染症法上の位置
づけの見直し、社会情勢の変化に対しても医療への安心感を提供することで少子化対策に資
することができる。

• 全国的に本制度の拡充の動きが活発化している中、令和５年度中で所得制限を設けているの
は政令市では札幌・大阪・広島・相模原の４市。県内では伊勢原・相模原の２市のみとなる。

 一部負担金について

• 制度の安定的かつ継続的な運用を図るため、養育者に一定の負担を求める一部負担金は維
持する。（中学生以上は通院１回５００円までは自己負担）

• 低所得者への配慮として、市民税非課税世帯については、引き続き一部負担金は求めない。

中学生までの所得制限を撤廃し、高校生まで対象を拡充する



3

２.影響額

【現行制度】 中学校３年生まで。所得制限あり（１歳以上）。一部負担金あり（中学生５００円/回）
所得制限 一部負担 医療証

交付者数
現行制度
との差

助成額 現行制度との差
０歳 １歳～中学生 小学生以下 中学生（500円/回）

なし あり なし あり 70,924人 － 2,210,233,248円 －

【中学校３年生まで】
〇 所得制限なし、一部負担金あり

所得制限 一部負担 医療証
交付者数

現行制度
との差

助成額 現行制度との差
０歳 １歳～中学生 小学生以下 中学生（500円/回）

なし なし なし あり 79,087人 8,163人 2,412,511,615円 202,278,367円

〇 所得制限なし、一部負担金なし（横浜市版）
所得制限 一部負担 医療証

交付者数
現行制度
との差

助成額 現行制度との差
０歳 １歳～中学生 小学生以下 中学生（500円/回）

なし なし なし なし 79,087人 8,163人 2,566,905,448円 356,672,200円

【高校３年生まで】
〇 所得制限あり、中学生以上一部負担金あり

所得制限 一部負担
医療証
交付者数

現行制度
との差

助成額 現行制度との差
０歳 １歳～高校生 小学生以下 中学生以上

（500円/回）

なし あり なし あり 83,032人 12,108人 2,400,743,054円 190,509,806円

〇 所得制限なし、中学生以上一部負担金あり
所得制限 一部負担

医療証
交付者数

現行制度
との差

助成額 現行制度との差
０歳～中学生 高校生 小学生以下 中学生以上

（500円/回）

なし なし なし あり 95,737人 24,813人 2,673,821,759円 463,588,511円

〇 中学生まで所得制限なし、高校生から所得制限あり、中学生以上一部負担金あり
所得制限 一部負担

医療証
交付者数

現行制度
との差

助成額 現行制度との差
０歳～中学生 高校生 小学生以下 中学生以上

（500円/回）

なし あり なし あり ９１，１９５人 ２０，２７１人 2,603,021,421円 ３９２，７８８，１７３円

※町田・八王子市は、中学生まで所得制限なし、高校生から所得制限あり、小学生から通院の一部負担金２００円/回あり。

うち、12,982人（中学生）が500円/回→０円/回。影響がある対象は、計21,145人

(１） 扶助費について



(２） 財源について
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１ 所得制限（旧児童手当特例給付基準）の範囲内
２ 通院は小学校就学前まで（未就学児）→令和５年度から１２歳まで拡大
３ 入院は中学校卒業まで
４ ４歳以上、通院は200円/回、入院は100円/日一部負担金ありとする（一部負担金相当分は助成対象外）

本市と異なり、県は一部負担金の有無を
所得の多寡で決めておらず、県の所得範
囲内の対象者は、４歳以上であればすべ
て一部負担金ありとしている。

（３）県補助金の対象について（※令和５年度増加見込額 約１億4,000万円。見込額の変更の可能性あり）

• 県制度の拡充による歳入の増加（約１４０，０００千円）
• 行財政構造改革プランに基づく社会保障費の見直しによる確保（政策の見直し）
• 業務のスリム化等による確保（事務事業の見直し）
• 既存の公共施設等の見直しによる確保（公共施設マネジメントによる見直し）

【参考】 平成30年10月中学生拡大時のスケジュール

・平成30年４月拡大について市長説明（Ｈ28.10.５）
・関係課長会議（Ｈ28.10.28）からはじめ、政策会議（Ｈ29.３.30）にて
平成30年10月実施に決定

⇒平成29年８月市地域保健医療審議会に諮問
⇒平成29年10月地域保健医療審議会
⇒平成29年12月議会民生部会
⇒平成30年３月議会条例改正

平成30年改正時 調整経過

医師会
会長他（計９回） Ｈ29.4.12～5.29

理事会 Ｈ29.6.1

歯科医師会
新旧会長 Ｈ29.6.7

理事会 Ｈ29.7.21

薬剤師会
会長 Ｈ29.6.21

理事会 Ｈ29.6.21

病院協会

会長 Ｈ29.6.13

理事会 Ｈ29.6.28

事務長部会 Ｈ29.6.14

医療審議会 会長 Ｈ29.6.9



令和５年度 令和６年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

地域保健医
療審議会諮
問

地域保健医
療審議会

条例改正 市民税確定

民生部会 補正予算
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３.スケジュール（案）

【確定事項】

• 令和５年７月 地域保健医療審議会諮問
• 令和５年９月 地域保健医療審議会、民生部会
• 令和５年１２月 条例改正、補正予算
• 令和６年６月 市民税確定

三師会等
調整

システム改修、市民へ周知等

新
制
度
施
行



９

１０

１１

１２

１

２

３

庁内・議会

医療審議会諮問

医療審議会

民生部会

条例・規則改正

外部機関・市民

審査機関（国保連・
基金）と調整

福祉システム
委託業者

（拡大対象者申請書

受付・審査）

入札

委託業者

（償還拡大分）

・制度改正後の
契約方法調整（
高齢・障害者支
援課）

・制度改正後の
償還マニュアル
作成

・仕様書、契約
書（案）作成

・委託業者部屋
確保

（増加分）

・償還用（増加
分）基幹系PC
確保

令和５年度（202３年度）

三師会理事会で周知

・審査機関と県内医
療機関への周知方法
調整

・医療機関発送物に
周知文同封

・HP掲載など

三師会・病院協
会等と調整

所得超過者の抽出、申請証（勧奨通知）印字テ
スト及び検証

条例改後の消滅通知文の文面修正及び消滅・
却下を停止機能へ修正

・委託マニュアル
作成

・仕様書、契約書
（案）作成

入札準備

・中学生（未申告）一部負担金判定機能追加

・一部負担金判定基準日機能追加

・県補助金費用区分の管理項目追加

・県補助金用統計バッチ処理の仕様変更

・資格更新の仕様変更（一括出力更新判定修正）

・公費負担者番号・小児医療証仕様変更

・オンライン資格管理画面修正

・外字出力文字数変更

・口座情報表示画面変更

・保険情報エラー表記変更 等

・委託業者部屋確
保

・返送申請書等入
力用基幹系ＰＣ
確保

２月 拡大対象者・勧奨申請書の検証

資格停止処理者の決定変更処理（手作業）

発送前転出者、他制度該当者引き抜き

３月 拡大対象者・勧奨申請書のリリース

３中旬 勧奨申請書のバッチ処理

３月下旬 拡大対象者へ勧奨申請書発送

市民周知（広報・HP・コ
ールセンター等）

県内医療機関等に周知
（支払基金経由）

３月下旬 拡大対象者
勧奨申請書受理

市内医療機関等（医療機
関、薬局、訪問看護ステー
ション、柔整師等）に周知
（ポスター配布）

委託入札・契約

庁内に制度周知
及び関連施設の
周知依頼

・各子育て支援センタ
ー

・各まちづくりセンタ
ー

・保育課

・学校保健課

・国際課 等

前回戦略会議（令和５年１月１９日）との相違点

・パブリックコメントが不要となり、条例改正時期を令和６年３月から令和５年１２月に早め、
全体的なシステム修正の前倒しをし、８月１日施行日とした。



４

５

６

７

８
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新規拡大対象者分

申請書提出

（一次〆切）

拡大対象者の申
請書受理、申請
書データ入力、

審査

新作業部屋で作
業開始（通常分）

新制度後の償
還受付分委託

開始

令和６年度（202４年度）

庁内・議会 外部機関・市民 福祉システム

委託業者

（拡大対象者申請
書受付・審査）

委託業者

（償還拡大分）

新医療証発行CSV出力（テスト）

４月～５月 オンライン計算機能修正検証

各子育て支援センター
で即時交付開始（一部
負担金がない場合）

委託入札・契約

６月下旬 小児医療証一括判定等バッチ処理

７月上旬 新医療証発行CSV出力

７月上旬～中旬 新医療証（データ受領、印字）
封入封緘・発送（最大約100,000通）

５月上旬 オンライン計算機能修正リリース

子育て給付課職員対応 別契約の委託業者

６月中旬 小児医療証一括判定・年次更新機
能検証

６月中旬 小児医療証一括判定等リリース

新規拡大対象者分

申請書提出

（提出遅れ、その他随時
申請分等）

新規拡大対象者分

申請書提出

（提出遅れ、４月以降の
転入者分等）

７月中旬～下旬 新医療証受理

８月１日 小児医療費助成制度改正施行

申請遅れ小児医療証随時発行

新医療証（データ受領、印字）テスト



（様式４） 

第８回 戦略会議 議事録  

令和５年１月２７日 

 

１ 小児医療費助成事業制度の拡充について 

【こども・若者未来局】                                      

 
（１）主な意見等 
 ○（市長）こども・若者未来局と財政局と市長公室で議論してもらい、再度提案していただい

ているが、転入転出１位の横浜市と転入転出２位の町田市との比較が重要であり、また、都

県境であることから、月５，０００円の給付や２歳児までの保育料無償化など、町田市と八

王子市の動向も注視していかなければならない。今回の提案では、横浜市や町田市と比べて

も、本制度においては、差がなくなる、もしくは先行できるのか。 
→（こども・若者未来局長）まず、県内の政令市とは対象者が異なる。中学３年生まで所得

制限が無い点は、本市と同じであるが、高校生まで対象を拡大したところに大きく差があ

る。一部負担金については、横浜市は撤廃しているが、川崎市は小学４年生から５００円

取っており、町田市と八王子市は、小学１年生から２００円取っていることを踏まえれば、

遜色がない、もしくは県内では、政令市の人口の多い都市としては、かなり先進的だと考

えている。 
→（市長）県内で高校生まで対象を拡大しているのはどこか。 
→（こども・若者未来局長）高校３年生を対象としているのは、大井町、松田町、清川村で

あり、来年度導入するのが、逗子市、海老名市、厚木市、開成町である。ここに、本市も

加わるということで、本市が人口７０万の都市であることを踏まえれば、かなり多くの市

民に影響があるものと思われる。 
○（市長）前回と比べて、今回の提案はかなり前進していると感じている。現行制度の助成額

である２２億に、単年ではなく通年で、約４億が増額になる。財源については、県からの約

１億４，０００万円の歳入増加、行財政構造改革プランに基づく社会保障費の見直しによる

確保、業務スリム化等による確保、既存の公共施設等の見直しによる確保から捻出できるだ

ろうとのことだが、前回から２倍程に膨らんでいても、財源確保の見込みはあるということ

でよいか。 
→（財政局長）本件を含むこれから政策的に推進する施策における財源については、全て同

じような表現になってしまうので、厳しい面もあるが、本件における約４億円の増加が、

人口減少に伴って、長期間継続するわけではないという話の中で、本件を進めていくべき

だという結論になった。 
→（こども・若者未来局長）あくまでも推計ではあるが、人口推計フレームで試算したとこ

ろ、高校生を対象とすることで助成額も一旦は増加するが、その後は人口減少に伴い、助

成額も減少するため、十数年後には今と同等の金額になる。本市としては人口を増やすた

めに実施するので、期間を伸ばしたいと考えているが、今の人口推計フレームでは、その

ような結果となった。 
→（市長）人口推計フレームでは令和元年から人口が減ると想定されていたが、令和５年で

もまだ減っていない。この施策の目的の１つは、子育て世代に移住及び定住してもらいた

いというのがあり、人口推計フレームの予想が外れた方が良いのだろうとも思う。その分、

掛かる費用が増加してしまうが、それだけ人口が増加する方が良いと考えている。今の人

口推計フレームでは、十数年後には現行の２２億円まで減少するということでよいか。 
→（こども・若者未来局長）新型コロナウイルス感染症のような特殊事情がある場合は別だ

が、通常であればそうなると想定される。 
○（総務局長）市長公室に確認だが、財源について、１つは県制度拡充による歳入の増加があ

り、その他、政策の見直し、事務事業の見直し、公共施設マネジメントとあるが、今後、財



源の説明において、例えば１つは国や県の負担金等で、あとの３つがこの項目と同じでは危

険であると感じている。これまで市長が財源の裏付けがない施策があったと繰り返し言って

きたが、今回も約１億４，０００万円以外の約２億５，０００万円をこの３つの項目から生

み出すとのことだが、他の施策でも同じようなことがあったときに、本当に生み出すことが

できるのかという不安がある。財源については、ある程度見込みの高い数字を示さなければ、

例えば、後に検証した際に、実はこの３つの項目で生み出された財源が、５，０００万や１

億円だったということにもなりかねず、気をつけてもらいたい。本件がどうかということで

はなく、財源の考え方を明確にしてもらいたいという意見である。 
→（財政局長）これまで以上に行財政構造改革プランに取り組んでいかなければ、財源を生

み出せないということもあり、これを強調する意味で記載している。あとは、既存の公共

施設等の見直しについては、施設の廃止によって生み出された財源を、例えば子育て支援

施策に充てる、もしくは費用のかかる施設について、その費用を別の施策に充てるという

アナウンスが出来れば良いと考えている。これは、また別の議論かと思うが、現時点では

ここまでしか言えないというのが、今の財政局の考えである。 
→（総合政策・少子化対策担当部長）市長公室と財政局で連携を図ってまいりたい。具体的

な財源がないわけではないが、例えば、受益者負担に基づく使用料の見直しもその一つで

あり、今まさに動き出しているところだが、具体的なものを示すことによる影響もあると

考えている。指摘された点について、意識して取り組んでまいりたい。 
○（大川副市長）高校生まで拡充するならば、高校生を所得制限ありにするのか、なしにする

のか、影響額が約３億９，０００万円と約４億６，０００万円は違うと言えば違うが、どち

らも現行からは大幅に超過しており、そこの議論も必要だと考えている。 
→（こども・若者未来局長）所得制限を設けるということは、所得を確認する事務作業があ

る。所得制限の有無はそこが大きく異なり、事務作業の面から言えば、所得制限は撤廃す

るのが良い。ただ、影響額が約４億６，０００万円となれば、前回の倍を超えてしまうこ

とになってしまうので、そこは財政的に厳しいだろうと考え、今回の提案に至っている。 
→（財政担当部長）大川副市長と同意見である。高校生まで拡大することでどういう影響が

あるのか見定める必要がある。所得制限の撤廃によりどれだけ効果が出るか、制限ありで

はどういう声が聞こえてくるのか、そういう調査をしていかないと、次に進まないと考え

ているので、本件については、段階的という意味も含めて原案のとおりで良いと思うが、

財政負担のことも考えると、今後拡充するにあたっても、調査などを実施する必要がある。 
○（市長公室長）３年に１度受益者負担の見直しをしているので、まずは原案でスタートして、

３年後に子供の推移などを踏まえて、再検討することでも良いのではないか。所得制限を撤

廃すれば、開始時期が早まるというメリットもあろうかと思うが、まずは原案でスタートす

るのが良いと考えている。 
→（こども・若者未来局長）子ども家庭庁の動向が不明瞭ということもあるので、今はそこ

まで手広くやらずに、多少余力を残しつつ、次のステップに備えるのでも良いと考えてい

る。 
○（隠田副市長）人口推計フレームの推移について、一定のトレンドで減っていくとすれば、

影響額が約３億９，０００万円と示されているが、今後１０年で約３９億を負担しなければ

いけないかと言えば、実態は違っていて、今後１０年間で、個人的な予想ではおそらく２０

億円にも満たないと思われる。財源についても様々な意見があったが、こういう経年変化の

中で、財政として考慮しなければいけない年度が限定され、その年のその財源が確保できる

かどうかがポイントだと考えている。そこについて、研究していただき、本来は、それがわ

かれば高校生も所得制限撤廃するかどうか議論できたであろう。 
→（こども・若者未来局長）傾向的としては一定の減少幅であり、年によってズレが生じる

ことは無かったので、十数年後に現行と同水準の助成額になると思われる。ただ、ご指摘

のとおり約３億９，０００万円が１０年間も続くわけではなく、緩やかに減少することで、

実際は半分ぐらいの負担で済む可能性はある。 
→（財政局長）財源については、詳細な情報があれば各年の歳出額が予想できるので、例え



（様式４） 
ば基金を活用するなど、財源のところに、それも加えられるかどうか、含めて検討してま

いりたい。 
→（隠田副市長）事業実施すると財源はどうなのかという議論も出ると思うが、そこはしっ

かり検証して対応していただきたい。 
○（隠田副市長）他に意見が無いようなので、原案を承認する。関係機関等との調整の中で、

大きく変更が必要な場合には、再度庁議に諮ってもらいたい。 
 
   
 

 

（２）結 果 

 〇原案のとおり承認する。 

     

以 上    

 

 

 


